
食品衛生の基礎知識



食中毒・異物混入～予防・発生時の対応～

・食物販の場合、現物の有無を確認。（保管依頼）

・他の苦情者の有無確認

・販売履歴確認（常時1週間前までのレシート確保）

事実を伝え、対応について相談する

・お客様対応は、誠意をもって対応し、結果がはっきりするまでは、調査および
確認中である旨、お伝えし、理解を得ること。

※食中毒予防の詳細につきましては、ガイドブック内P.13～19を
ご一読いただくようお願い申しあげます。※現地支給

・店舗本部、OPC、LAGへ速やかに連絡する。※緊急時連絡先表を参照


